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パートタイマーお悩み無料相談ダイヤルの実施について 

  

愛媛労働局（局長 天野 敬）では、パートタイム労働者向けに無料電話相談を行います。 

 

現在、雇用失業情勢は改善の傾向にありますが、パートタイム労働者等、非正規雇用者が増加し、さらに

パートタイム労働者全体の約半数が「現在の会社や仕事に対する不満、不安がある」との調査結果もでてい

ることから、パートタイム労働者に対して、フリーダイヤルを設置して無料で相談に応じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成２３年度からフリーダイヤルを設置し、今年度で４回目の開催となりました。 

パートタイム労働法、育児・介護休業法、セクハラ等に関する相談に幅広く応じます。 

 

○ パートタイム労働者以外に派遣労働者やアルバイト、正社員の方からの相談もお受けします。 

労働者だけでなく法制度に係る事業主の問い合わせもお受けします。 

 

○ 相談はすべて無料です。匿名でも相談でき、相談内容などのプライバシーは守られます。 

 

○ 上記以外の期間でも雇用均等室で労働相談をお受けします。 

  (開庁時間 平日８：３０～１７：１５  TEL ０８９―９３５－５２２２) 

期     間 ： 平成２６年度１１月１０日(月)から１１月１４日(金) 

フリーダイヤル   ☎０１２０－９５３－４４１ 

受 付 時 間 ： ９時から１７時 
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